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１．地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
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生活交通に関する施策

○Ｈ１２年 ２月：貸切バス事業（道路運送法）、国内航空運送事業（航空法）の規制緩和

○同 ３月：旅客鉄道事業（鉄道事業法）の規制緩和

○同 １０月：国内旅客船事業（海上運送法）の規制緩和

○Ｈ１４年 ２月：乗合バス事業・タクシー事業（道路運送法）の規制緩和

○Ｈ１８年１０月：自家用有償旅客運送の登録制度の創設（道路運送法）

○Ｈ１９年１０月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行

○Ｈ２３年 ：「地域公共交通確保維持改善事業」創設

○Ｈ２６年１１月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」施行

平成12年以降、乗合バスや鉄道等の需給調整規制を廃止し、新規参入規制を最低限にとどめ、
サービスの質・量は交通事業者の経営判断等に委ねることとなった。

一方、「地域」が主体となって地域交通の最適なあり方を検討し、幅広い主体が連携して取り
組むために計画制度や支援制度等を整備してきたところ。

各事業の規制緩和等

地域公共交通活性化のための計画制度・支援策等

これまでの地域公共交通に関する政策について
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地域公共交通活性化再生法の制定（平成19年）

平成19年に地域公共交通活性化再生法を制定し、市町村が主体となって幅広い関係者の参加による
協議会を設置。

「地域公共交通総合連携計画」の策定を通じて、地域公共交通の維持･確保や利便性向上に取り組む
ことを促進する制度を整備。

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）

地域公共交通総合連携計画の作成・実施

市町村、公共交通事業者、道路管理者、
港湾管理者、公安委員会、住民等

協議会

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

・協議会への参加に対する応諾義務
・計画作成・変更等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

○ 地域公共交通の活性化・再生に関する計画
○ これまでに市町村により６０１の計画作成
○ ＬＲＴの整備、ＢＲＴの普及促進、地方鉄道の上下分離（自治体が施設を

所有する公有民営方式）等の計画について、地域公共交通特定事業に
より実効性を担保する措置（関連法の特例など）を講じ、一定の効果
（ＬＲＴの整備 ３件、鉄道の再構築 ４件 ※平成２６年１１月末時点）
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地域公共交通活性化再生法（平成26年）の改正

■平成26年に地域公共交通活性化再生法を改正し、①まちづくりと連携し、②面的な公共交通ネット
ワークを再構築するため、「地域公共交通網形成計画」を法定計画として規定。

■バス路線の再編等を実施する「地域公共交通再編事業」を創設し、その実施計画について国が認定
し、 法律・予算の特例措置を適用することにより、計画の実現を後押しする制度を整備した。
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◆区域内における居住環境の向上
・公営住宅を除却し、区域内で建て替える際の除却
費の補助

・住宅事業者による都市計画、景観計画の提案制度
（例：低層住居専用地域への用途変更）

●立地適正化計画（市町村）
・都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランを作成

・民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと当該エリアに誘
導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
・整備に対する補助
・整備に対する民間都市開発機構の出資等
・外から内(まちなか)への移転に係る買換特例

○公的不動産・低未利用地の有効活用
・市町村が公的不動産を誘導施設整備に提供する場
合、国が直接支援

○医療施設等の建替等のための容積率等の緩和
・誘導施設について容積率等の緩和が可能

◆歩いて暮らせるまちづくり
・附置義務駐車場の集約化も可能
・歩行者の利便・安全確保のため、一定の駐車場
の設置について、届出、市町村による働きかけ

・歩行空間の整備支援

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコント
ロール
・誘導したい機能の区域外での立地について、
届出、市町村による働きかけ

・誘導したい機能の区域内での休廃止について、
届出、市町村による働きかけ

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持するエリアを設定

◆区域外の居住の緩やかなコントロール
・一定規模以上の区域外での住宅開発について、届
出、市町村による働きかけ

・市町村の判断で開発許可対象とすることも可能

◆公共交通を軸とするまちづくり
・地域公共交通網形成計画の立地適正化計画への調和、計画策定支援（地域公共交通活性化再生法）
・都市機能誘導区域へのアクセスを容易にするバス専用レーン・バス待合所や駅前広場等の公共交通施設の整備支援

◆区域外の住宅等跡地の管理・活用

・不適切な管理がなされている跡地に対する市町村
による働きかけ

・都市再生推進法人等（NPO等）が跡地管理を行う
ための協定制度

・協定を締結した跡地の適正管理を支援

予算

予算

予算

予算

税制

※下線は法律に規定するもの

予算

予算

公共交通 維持・充実を図る公共交通網を設定公共交通 維持・充実を図る公共交通網を設定

予算

・地方都市では、高齢化が進む中で、市街地が拡散して低密度な市街地を形成。大都市では、高齢者が急増。
背景

法律の概要

平成２６年８月１日施行

コンパクトシティのための計画制度（立地適正化計画制度の創設）
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地域公共交通網形成計画の策定状況（令和２年３月末時点）

令和２年３月末時点で、５８５件の地域公共交通網形成計画が策定されている。

網形成計画の策定主体は、市町村単独によるものが約９割を占めており、都道府県等による広域的な計
画策定は十分に進んでいない。

また、地域ごとに現状の把握や目標設定の方法等を含め粗密があり、PDCAを着実に進める観点から、よ
り一層の具体性・客観性や、わかりやすさ等が必要。

単独 市町村単独 527件（90.1%）

複数市町村 26件 （4.4%）

広域 県＋市町村 27件 （4.6%）

県（全域） 5件 （0.9%）

合計 585件

（参考）
市町村の全部または一部が網形成計
画の区域に含まれている市町村数
801市町村／1,741 全市町村（46.0％）

網形成計画・再編実施計画の策定数の推移 地域公共交通網形成計画の策定主体の内訳
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地域公共交通網形成計画の策定状況一覧（令和２年６月末時点）

表は地域公共交通網形成計画策定済みの団体
・赤字は立地適正化計画策定済みの団体 :209件
・オレンジ色は再編実施計画策定済みの団体: 38件

■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（２０１４年１１月）以降、２０２０年６月末までに、５９８件の地域公共交通網形成計画
が策定され、３８件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定。また、２０２０年３月末までに、２０９自治体が地
域公共交通網形成計画及び立地適正化計画を両方策定。（参考：立地適正化計画策定都市数・・・３１０）

函館市 山形市 真岡市 藤沢市 松本市・山形村 下田市 津市 河内長野市 三原市 高知市

深川市 酒田市 大田原市 海老名市 伊豆市 四日市市 岸和田市 三次市 宿毛市

岩見沢市 鶴岡市 鹿沼市 大和市 御殿場市 伊勢市 貝塚市 広島市 南国市

千歳市 日光市 伊勢原市 松阪市 和泉市 東広島市 土佐清水市

釧路市 八幡平市 宇都宮市・芳賀町 平塚市 伊賀市 寝屋川市 廿日市市 四万十市

美唄市 釜石市 新庄市 佐野市 真鶴町 名張市 阪南市 江田島市 伊万里市

帯広市 宮古市 小国町 那須塩原市 湯河原町 尾鷲市 太子町 尾道市 鹿島市

紋別市 北上市 上田市 湖西市 鳥羽市 安芸高田市 小城市

江別市 滝沢市 甲州市 佐久市 藤枝市 亀山市 大竹市 鳥栖市 別府市

北広島市 花巻市 北杜市 小諸市 掛川市 志摩市 府中市 武雄市 大分市

旭川市 大船渡市 栃木市 上野原市 駒ヶ根市 紀北町 竹原市 神埼市 杵築市

士別市 矢板市 甲府市 長野市 北広島町 吉野ヶ里町 中津市

石狩市 さくら市 安曇野市 橋本市 坂町 上峰町 臼杵市

稚内市 塩谷町 柏崎市 千曲市 和歌山市 大崎上島町 太良町 豊後大野市

室蘭市 益子町 佐渡市 箕輪町 焼津市 紀の川市 安芸太田町 竹田市

小樽市 福島市 那須町 上越市 信濃町 牧之原市 田辺市 宇陀市 神石高原町 田野町 佐世保市 宇佐市

名寄市 会津若松市 茂木町 魚沼市 木曽町 三島市 五條市 府中町 佐川町 五島市 日田市

余市町 陸前高田市 郡山市 上三川町 長岡市 立科町 裾野市 木津川市 天理市 世羅町 津野町 対馬市 由布市

岩内町 一関市 伊達市 市貝町 阿賀野市 中川村 静岡市 福知山市 広陵町 海田町 中土佐町 大村市 九重町

白糠町 久慈市 南相馬市 糸魚川市 高山村 伊東市 吉野町 本山町 松浦市 玖珠町

白老町 盛岡市 喜多方市 太田市 新発田市 大桑村 菊川市 宇部市 安田町

仁木町 岩手町 白河市 前橋市 見附市 白馬村 沼津市 周南市 四万十町

安平町 大槌町 須賀川市 三条市 小山町 光市 大月町

斜里町 矢巾町 二本松市 熊谷市 新潟市 長門市 壱岐市

音更町 山田町 春日部市 燕市・弥彦村 豊橋市 美祢市 小松島市 平戸市

当別町 金ケ崎町 上尾市 胎内市 岡崎市 亀岡市 山陽小野田市 阿波市 新上五島町

厚岸町 越谷市 妙高市 一宮市 久御山町 下松市 徳島市

釧路町 秋田市 入間市 五泉市 豊川市 下関市 美馬市 熊本市・嘉島町 えびの市

せたな町 湯沢市 棚倉町 草加市 南魚沼市 日進市 防府市 つるぎ町 八代市 都城市

月形町 鹿角市 石川町 三郷市 阿賀町 田原市 山口市 水俣市 小林市

共和町 由利本荘市 楢葉町 飯能市 津南町 鯖江市 弥富市 岩国市 福岡市 合志市 日南市

弟子屈町 大仙市 塙町 深谷市 清須市 萩市 北九州市 人吉市 延岡市

枝幸町 仙北市 会津美里町 上里町 高岡市 長久手市 柳井市 久留米市 荒尾市 串間市

鹿部町 にかほ市 南会津町 ときがわ町 黒部市 豊田市 豊岡市 中間市 上天草市 宮崎市

八雲町 北秋田市 西郷村 小川町 富山市 大野市 蒲郡市 姫路市 高松市 筑紫野市 天草市 門川町

浜中町 潟上市 玉川村 鳩山町 魚津市 東海市 神戸市 小豆島町・土庄町 行橋市 宇城市 高原町

更別村 大館市 北塩原村 吉見町 小矢部市 西尾市 加古川市 江津市 三木町 朝倉市 山鹿市

鶴居村 男鹿市 寄居町 新城市 加東市 松江市 豊前市 大津町 薩摩川内市

横手市 水戸市 川島町 豊明市 たつの市 大田市 飯塚市 美里町 鹿屋市

能代市 日立市 東秩父村 小牧市 小野市 雲南市 糸島市 和水町 日置市

五城目町 下妻市 滑川市 岐阜市 半田市 邑南町 嘉麻市 芦北町 姶良市

藤里町 常陸太田市 東金市 南砺市 高山市 安城市 吉賀町 宗像市 山都町 南さつま市

美郷町 かすみがうら市 鴨川市 射水市 恵那市・中津川市 知立市 柳川市 水上村 鹿児島市

神栖市 君津市 上市町 羽島市 瀬戸市 八女市 霧島市

行方市 八街市 美濃加茂市 みよし市 加西市 みやま市 奄美市

八戸市 牛久市 南房総市 七尾市 土岐市 東郷町 西脇市 大牟田市 志布志市

弘前市 大崎市 稲敷市 佐倉市 白山市 各務原市 豊山町 三田市 東温市 直方市 いちき串木野市

三沢市 栗原市 土浦市 大網白里市 津幡町 関市 武豊町 三木市 西予市 福津市 和泊町・知名町

五所川原市 石巻市 龍ケ崎市 白井市 志賀町 多治見市 南知多町 朝来市 井原市 大洲市 岡垣町 さつま町

青森市 白石市 潮来市 旭市 中能登町 飛驒市 東浦町 福崎町 高梁市 新居浜市 久山町

気仙沼市 つくば市 木更津市 海津市 飛島村 多可町 瀬戸内市 松山市 那珂川町 南城市

東松島市 鹿嶋市 富津市 山県市 玉野市 宇和島市 芦屋町 沖縄市

山元町 桜川市 市原市 倉敷市 今治市 遠賀町 那覇市

十和田市 松島町 筑西市 柏市 津山市 西条市 築上町 糸満市

利府町 高萩市 山武市 真庭市 愛南町 鞍手町

南三陸町 ひたちなか市 香取市 甲賀市 赤磐市 鬼北町

女川町 常陸大宮市 館山市 郡上市 長浜市 総社市 砥部町

つくばみらい市 長南町 中津川市 草津市 備前市

黒石市 守谷市 大多喜町 下呂市 岡山市

鰺ヶ沢町 古河市 可児市 久米南町

七戸町 石岡市 八百津町 吉備中央町

深浦町 坂東市 白川町・東白川村 守山市 和気町

鉾田市 多摩市 養老町

五霞町 武蔵野市

城里町

大子町

東海村

八戸市、三戸町、
五戸町、田子町、

南部町、階上町、
新郷村、おいらせ

町

○青森県

福井市・鯖江市・越

前市・越前町・池田
町・南越前町

○秋田県

高岡市・氷見市・砺

波市・南砺市（城
端・氷見線沿線地

域）

むつ市、大間町、

東通村、風間浦
村、佐井村

青森県
（うち青森市、弘前

市、八戸市、黒石
市、五所川原市、

十和田市、むつ市
は立地適正化計画

策定済み）

福井市・大野市・勝

山市・あわら市・坂

井市・永平寺町（え
ちぜん鉄道沿線地

域）

伊達市、角田市、福

島市、丸森町、柴田
町（阿武隈急行線地

域）
○東京都

東京都・中央区・港
区・江東区

福島県・会津若
松市・喜多方市・
会津美里町・会

津坂下町・湯川
村

五城目町、八郎潟
町、大潟村

○宮城県

○茨城県

岩手県
（うち盛岡市、花巻

市、北上市は立地
適正化計画策定済

み）

宮古市、久慈市、
野田村、普代村、

田野畑村、岩泉
町、山田町、大槌

町、釜石市、大船
渡市、洋野町、陸

前高田市

福島県・田村市・南

相馬市・川俣町・広
野町・楢葉町・富岡

町・川内村・大熊
町・双葉町・浪江

町・葛尾村・飯館
村・福島市・郡山

市・いわき市・相馬
市

笠岡市（岡山県）
福山市（広島県）

大垣市・桑名市・海

津市・養老町・神戸
町・揖斐川町・池田

町（養老線沿線地
域）

設楽町・東栄町・

豊根村

○滋賀県

彦根市・愛荘町・豊

郷町・甲良町・多賀
町

滋賀県、大津市、
草津市、守山市、

栗東市、野洲市、
湖南市

○兵庫県

○岐阜県

○千葉県

○沖縄県

熊本県・南阿蘇村・

高森町

○石川県

島根県、江津市、川
本町、美郷町、邑南

町、広島県、三次市、
安芸高田市（三江線

沿線地域）

三木市・小野市・神
戸市

人吉市・錦町・多良

木町・湯前町・水上
村・相良村・五木

村・山江村・球磨
村・あさぎり町

洲本市、淡路市、

南あわじ市

○岡山県

福井県、敦賀市、
小浜市、美浜町、
高浜町、おおい

町、若狭町

島根県・松江市・

出雲市（一畑電車
沿線地域）

愛媛県全域

（うち松山市、伊予
市、宇和島市、四

国中央市、西条
市、西予市、八幡

浜市、新居浜市は
立地適正化計画策

定済）※再編実施
計画は南予地域の

み

○愛媛県

○島根県

○熊本県鳥取県・鳥取市・岩
美町・若桜町・智頭

町・八頭町

○福岡県

京都府・兵庫県・福知
山市・舞鶴市・宮津

市・京丹後市・伊根
町・与謝野町・豊岡市

（北タンゴ鉄道沿線地
域）

鳥取県・倉吉市・琴
浦町、北栄町、湯

梨浜町、三朝町

○香川県

○静岡県 ○三重県

○鹿児島県

○富山県

○山口県

長崎県・諫早市・雲
仙市・島原市・南島

原市

○鳥取県

鳥取県・米子市・境

港市・日吉津村・大
山町・南部町・伯耆

町・日南町・日野

町・江府町

京都府・綾部市・南

丹市・京丹波町
（JR山陰本線沿

線）
京都府・笠置町・和

束町・南山城村
（JR関西本線沿

線）

福井市・鯖江市・越

前市・越前町（福井
鉄道沿線地域）

○宮崎県○愛知県 ○徳島県

宮崎県・日向市・門

川町・美郷町・諸塚
村・椎葉村

○福井県

○京都府

○奈良県

長井市・南陽市・川
西町・白鷹町

静岡県・沼津市（戸
田地区）・下田市・

伊豆市・南伊豆町・
松崎町・西伊豆町

静岡県・沼津市・熱
海市・三島市・伊東

市・伊豆の国市・函
南町・東伊豆町・河

津町

○和歌山県

○群馬県

○新潟県

○埼玉県

○長野県

○福島県 那須塩原市、大田
原市、那須町、那

珂川町

○山梨県

飯田市・松川町・高
森町・阿南町・阿智

村・平谷村・根羽
村・下條村・売木

村・天龍村・泰阜
村・喬木村・豊丘

村・大鹿村

○北海道 ○岩手県 ○山形県 ○栃木県 ○神奈川県

大分県・国東市、
杵築市、日出町、

姫島村

○大阪府 ○広島県 ○高知県 ○佐賀県

奈良県下全39市町

村（うち桜井市、葛
城市、王寺市、大

和郡山市、天理
市、五條市、川西

町、田原本町、大
和高田市は立地適

正化計画策定済）

○大分県

佐賀県全域（うち小

城市、嬉野市は立
地適正化計画策定

済）

大分県・中津市・宇
佐市・豊後高田市

大分県・竹田市・豊
後大野市・臼杵市

大分県・佐伯市・津

久見市高知県東部広域地
域公共交通協議会

（室戸市・安芸市・
南国市・香南市・東

洋町・奈半利町・田
野町・安田町・北川

村・馬路村・芸西
村）

大分県・大分市・別
府市・由布市

○長崎県

佐賀県・唐津市・玄
海町

高知県嶺北地域公

共交通協議会（本
山町・大豊町・土佐

町・大川村）
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北海道運輸局地域公共交通網形成計画作成状況（令和2.6.30現在）

【凡例】

地域公共交通網形成計画作成済の団体

地域公共交通網形成計画作成予定の調査実施団体（令和２年度）

北広島市

せたな町

共和町

小樽市

江別市

当別町

釧路町

厚岸町

旭川市

稚内市

名寄市

士別市

室蘭市

深川市
美唄市

岩見沢市

月形町

石狩市

岩内町

仁木町

函館市

余市町

古平町

白老町

千歳市

安平町

釧路市

白糠町
音更町

帯広市

斜里町

弟子屈町

枝幸町

浜中町

鹿部町

八雲町

苫小牧市

北見市

紋別市

○地域公共交通網形成計画作成済団体数

北海道：３８団体（令和2.6.30現在）

件数 作成率

網形成計画作成団体 39(1) 21.8%

調査実施団体（令和2年度） 10

合計 49 27.4%

全国 （令和2年6月末現在） 598 34.8%

地域公共交通網形成計画作成中の団体

北斗市

上士幌町

伊達市 大樹町

網走市

赤井川村

北竜町

新十津川町

更別村

鶴居村
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．地域公共交通活性化再生法等の一部を改正する
法律の概要

10



高齢者の運転免許の返納も増える中、移動手段の受け皿の確保が重要となっているにもかかわらず、人口減少の本格
化、運転者不足の深刻化等に伴って、公共交通の維持が容易でなくなっている。

観光による地域振興を図る上でも、外国人旅行者を含む地域外の来訪者にとって利用しやすい移動手段の確保に努めて
いく必要がある。

地方の移動手段をめぐる現状と今後に向けた基本的考え方

免許返納は年々増加

（件）

乗合バス事業の収支は
赤字構造

※運行補助のあるものは、補助前の収支率
運転者不足が深刻化

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

H18 H20 H22 H24 H26 H28
（出典）厚生労働省「一般職業紹介状況」より

国土交通省総合政策局作成

有効求人倍率（常用パート含む。）の推移

2.72
自動車運転

全職業平均

リーマン・
ショック

国土交通省の基本的考え方

75歳未満

75歳以上

申請による運転免許の取消件数の推移

1.52

1.02 0.76

0.44

85% 94% 103%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

（出典）国土交通省自動車局資料、国土交通省鉄道局資料、
厚生労働省「介護事業経営実態調査結果」より、国土
交通省総合政策局作成

乗合バス
（地方部）

地域鉄道 介護事業

地方の移動手段をめぐる現状

地方路線バス
85% 1.35

（出典）警察庁資料より国土交通省総合政策局作成

人口減少や労働力不足が本格化する地方におけ
る移動手段の確保を図るため、国土交通省では、以
下の考え方で対応していくこととしている。

① 地域ごとに、バス・タクシーの労働力確保とサー
ビス維持を図りながら、サービスが不足する地
域では、その他の移動手段を総動員して移動
ニーズに対応する。

② その際、MaaS、AIによる配車、自動運転など
の最新技術を活用して、高齢者や外国人旅行
者を含む幅広い利用者に使いやすいサービス
の提供を促進する。

③ ①と②について、地方公共団体が中心となって
取り組める制度を充実・強化していく。

(50,000)

50,000

150,000

250,000

350,000

450,000

H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30

人口減少地域ほど
公共交通空白地の割合が高い

2.9%

7.1%

15.3%

16.3%

31.1%

0% 10% 20% 30%

人口増

0～5%減少

5～10%減少

10～20%減少

20%以上減少

人口増減との比較（H22→H27）

※「公共交通空白地」…居住地メッシュの中心
が、鉄道駅から1km、バス停から500mの圏域
かつ、区域運行エリアに含まれないメッシュ。
※空白地人口比率で比較。
（出典）国土交通省総合政策局資料
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持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成
・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成を努力義務化
⇒国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取組を更に促進（作成経費を補助 ※予算関連）

・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、
福祉輸送、スクールバス等）も計画に位置付け
⇒バス・タクシー等の公共交通機関をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応

（情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）
・定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等
⇒データに基づくPDCAを強化

地域が自らデザインする地域の交通 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○地域における協議の促進
・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国が地方公共団体に通知
・通知を受けた地方公共団体は、新規参入等で想定される地域公共交通利便増進実施
計画への影響等も踏まえ、地域の協議会で議論し、 国に意見を提出

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

メニューの充実やPDCAの強化により、

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

輸送資源の総動員による移動手段の確保

○【現状】地方都市のバス路線では、不便な路線・ダ
イヤや画一的な運賃が見直されにくく、利便性向上
や運行の効率化に支障
また、独占禁止法のカルテル規制に抵触するおそれ
から、ダイヤ、運賃等の調整は困難

○【改正案】「地域公共交通利便増進事業」を創設
⇒路線の効率化のほか、「等間隔運行」や「定額制

乗り放題運賃」「乗継ぎ割引運賃（通し運賃）」等
のサービス改善を促進
併せて、独占禁止法特例法により、乗合バス事
業者間等の共同経営について、カルテル規制を
適用除外する特例を創設

MaaSの円滑な普及促進に向けた措置

自家用有償旅客運送の実施の円滑化地域に最適な旅客運送サービスの継続 貨客混載に係る
手続の円滑化

交通インフラに対する支援の充実
【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】

○過疎地等で市町村等が行う自家
用有償旅客運送について、バス・
タクシー事業者が運行管理、車両
整備管理で協力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、

実施を円滑化

○地域住民のみならず観光客を含
む来訪者も対象として明確化
⇒インバウンドを含む観光ニーズ

へも対応

○鉄道や乗合バス等における
貨客混載を行う「貨客運送
効率化事業」を創設
⇒旅客・貨物運送サービス

の生産性向上を促進

○路線バス等の維持が困難と見込まれ
る段階で、地方公共団体が、関係者と
協議してサービス継続のための実施
方針を策定し、公募により新たなサー
ビス提供事業者等を選定する「地域旅
客運送サービス継続事業」を創設

貨客混載

⇒従前の路線バス等に代わり、地域の
実情に応じて右の①～⑥のいずれ
かによる旅客運送サービスの継続
を実現

○鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の貸付制
度の対象として、LRT・BRT等のほか、以下の交通インフ
ラの整備を追加 （※予算関連）
・地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた
鉄道の整備
⇒交通ネットワークを充実

・物流総合効率化法に基づく認定を受けた物流拠点
（トラックターミナル等）の整備
⇒複数の事業者の連携による物流効率化を促進

物流拠点鉄道インフラ

複数交通機関の
一括フリーパスの提供

既存の公共交通サービスの改善の徹底

定額制乗り放題運賃

公布：令和２年６月３日
施行：公布から６ヶ月以内

デマンド交通（タクシー車両による乗合運送
（区域運行））による継続

実施方針に定めるメニュー例

福祉輸送、スクールバス、病院、商業施設
等への送迎サービス等の積極的活用

①

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥

利用者目線による路線の改善、運賃の設定

だんご状態
のダイヤ

B事業者

A/B事業者

A事業者

等間隔で
利用しやすく

14:00 14:30 15:00

等間隔運行

14:00 14:30 15:00

何回乗っても
最大300円
・ ・ ・など

○MaaSに参加する交通事業者等が
策定する新モビリティサービス事
業計画の認定制度を創設
⇒交通事業者の運賃設定に係る

手続をワンストップ化

○MaaSのための協議会制度を創設
⇒参加する幅広い関係者の協

議・連携を促進

地域公共交通網形成計画の
策定状況

まちづくりと連携した
地域公共交通

ネットワークの形成

地域における
輸送資源の総動員

地域公共交通網形成計画（H26改正）

地域公共交通計画（今回改正後）

A＋B＋C
＝300円／日

現行の目標（2020年度末500件）は達成

MaaSの事例（伊豆地域）

※MaaS：Mobility as a Service

バス

A B

バス
C

鉄道

（件）
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地域公共交通活性化再生法の基本スキーム（改正後）

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・道路管理

者・利用者・学識者等から構成）

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

国土交通大臣が
認可

法律の特例措置
（独占禁止法の
カルテル規制の

適用除外）

（事業者）

共同経営計画

＜独占禁止法特例法
において措置＞

国土交通大臣が認定

法律の特例措置

新地域
旅客運送
事業計画

（DMV、

水陸両用車等）

（事業者）

法律の特例措置

国土交通大臣が認定

地域公共交通特定事業
（必要に応じて地域公共交通計画（改正前：地域公共交通網形成計画）に事業実施を記載できる）

（事業者）

地域公共交通利便増進実施計画
（改正前：地域公共交通再編実施計画）

（地方公共団体）

（事業者）

海上運送
高度化事業

（海上運送サービ
ス改善）

軌道運送
高度化事業
（LRTの整備）

（事業者）

道路運送
高度化事業
（BRTの整備）

（事業者）

鉄道事業
再構築事業

（鉄道の上下分
離等）

（事業者）

軌道運送高度化
実施計画

道路運送高度化
実施計画

海上運送高度化
実施計画

鉄道事業再構築
実施計画

（事業者） （事業者）（事業者） （地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた

鉄道の維持）

（事業者）

鉄道再生
実施計画

国土交通大臣に届出

地域旅客運送サービス
継続事業
【新設】

（事業者）

地域旅客運送サービス
継続実施計画

（地方公共団体）

地域公共交通計画

地域公共交通利便増進事業
（改正前：地域公共交通再編事業）

新モビリティ
サービス
事業計画

【新設】

（事業者）

貨客運送
効率化事業

【新設】

貨客運送効率化
実施計画

（事業者）

（事業者）

法律の特例措置法律の特例措置

従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）を位置付け、
地域の移動ニーズにきめ細やかに対応。

定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等により、データに基づくPDCAを強化。

（原則として全ての地方公共団体が策定）

（改正前：地域公共交通網形成計画）

■ 地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標

■ 地域公共交通網形成計画の作成に関する基本的な事項

■ 地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項 等

■ 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針

■ 区域・目標・計画期間 ■ 実施事業・実施主体 ■ 計画の達成状況の評価 等

13



地域が自らデザインする地域の交通 【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成

・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成を努力義務化
⇒国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取組を更に促進 （作成経費を補助 ※予算関連）

・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）も
計画に位置付け
⇒バス・タクシー等の公共交通機関をフル活用した上で、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応

（情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）

・定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等
⇒データに基づくPDCAを強化

○地域における協議の促進

・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国が地方公共団体に通知

・通知を受けた地方公共団体は、新規参入等で想定される地域公共交通利便増進実施計画への影響等も踏まえ、
地域の協議会で議論し、 国に意見を提出

まちづくりと連携した
地域公共交通ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

メニューの充実やPDCAの強化により、

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域公共交通網形成計画の策定状況

まちづくりと連携した
地域公共交通

ネットワークの形成

地域公共交通網形成計画（H26改正）

地域公共交通計画（今回改正後）

現行の目標（2020年度末500件）は達成

（件）

地域における
輸送資源の総動員

14
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特定事業の実施計画の認定総数

再編実施計画の認定件数
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網形成計画／地域公共交通計画の策定件数

立地適正化計画と併せて策定した市町村数

●新たな計画制度における政策目標値の設定

R6(2024)
年度末

R1.12時点

539件

R1.12時点

181市町村

R1.12時点

50件

これまでの法定計画の策定状況を踏まえ、以下の新たな政策目標値を設定。
・地域公共交通計画の策定件数
・地域公共交通計画を立地適正化計画と併せて策定した市町村数
・地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数

国が予算や人材育成・ノウハウ面の支援を行うことで、マスタープラン作成等の取組を更に多くの地域に拡げること（「量」の拡
大）とあわせて、まちづくりとの連携（両計画の作成部署の緊密な連携等）を含む「質」の向上も促進。

地域公共交通特定事業の
実施計画の認定総数

200件

新たな政策目標値
（いずれもR6（2024）年度末時点）

地域公共交通計画の
策定件数

1,200件

地域公共交通計画を
立地適正化計画と併せて
策定した市町村数

400市町村

1,200

400

200

⇒持続可能な旅客運送サービスの提供の
確保に向けた地域の取組を促進

⇒まちづくりとの連携を強化

⇒地域の実情に応じた旅客運送サービスの
提供の確保のための仕組みの活用を促進

R6(2024)
年度末 15



 路線バス、コミュニティバス（市民バス）、無料通院バス、ス
クールバスが同じ路線を重複して運行

 運行日（週１～７日）、ダイヤ・本数、運賃体系（距離制、200
円均一、無料）の棲み分けがなされておらず、非効率な運行

 路線バス以外のバスを廃
止し、路線バスに統合

 運行日を毎日（平日）と
し、ダイヤ・本数も調整

 運賃体系も分かりやすい
３段階制に変更（200円、
300円、500円）

対応策

路線バス・市民バス・みどり号が
重複していた路線

路線バス・市民バスが
重複していた路線

中心市街地

背景・課題

網形成計画の効果的な活用事例
モード間連携や多様な輸送サービスの活用（茨城県常陸太田市）

 網形成計画において、路線バス、コミュニティバス、無料通院バス、スクールバス等の輸送サービスの重複と
いう課題を明らかにした上で、路線バスへの統合と分かりやすい運賃・ダイヤへの見直しにつなげている。
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件数 主な事例

①複数市町村 26件

・隣接する市町村が、地域住民の日常生活を基本とした交通圏単位で策定。
（愛知県北設楽郡 等）

・定住自立圏構想や連携中枢都市圏等の広域連携に合わせて、圏域内の市町
村が共同で策定。（滋賀県湖東圏域定住自立圏、青森県八戸圏域 等）

・鉄道沿線の市町村が共同で策定。（えちぜん鉄道沿線地域 等６地域）

②都道府県
＋市町村

27件
・都道府県が中心となって、県内を複数の区域に分けて策定。（鳥取県、大分県）
・都道府県が中心となって、一部の市町村と共同で策定。

（宮崎県日向・東臼杵地域 等）
・鉄道沿線の自治体（都道府県含む）が共同で策定。

（北タンゴ鉄道沿線地域 等４地域）

③都道府県
（全域）

5件
・県が中心となって、県内全域の計画を策定。
（青森県、岩手県、奈良県、愛媛県、佐賀県）

（合計） 58件

広域的な地域公共交通網形成計画の策定事例

 近年、連携中枢都市圏等の市町村連携の動向や、災害時対応の重要性、さらにはインバウンド旅客の周
遊等のニーズの高まりから、地域交通の広域圏としての取組の重要性が増している。

 広域的な網形成計画の策定事例として、①複数市町村、②都道府県と市町村、③都道府県（全域）で策
定するケースが挙げられる。

※網形成計画の件数：令和２年 3月末時点 17



1,950 4,921
12,443

21,531
27,043 30,053

33,786 32,554 34,688

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

【湖東定住自立圏：滋賀県彦根市、愛莊町、豊郷町、甲良町、多賀町】 委託事業者 近江タクシー(株)

運行便数・時間
・12便/日（往復）・路線
・概ね7:00～20:00

利用運賃 ・400円、800円の2段階制※

補助の財源
地域内フィーダー系統
確保維持費国庫補助金

※委託事業者にメーター運賃と利用運賃の差額を補助

愛のりタクシー利用者数（人/年）

買物、通勤、通院な
どの日常生活から、
レジャー利用まで幅
広い利用が見られ、
利用者は年々増加
傾向

 網形成計画において、一部の市町が別々に運営していた予約型乗り合いタクシーを、圏域全体で運行する
ように見直すこととしている。

網形成計画の効果的な活用事例
交通圏全体を見据えた広域的な連携（滋賀県湖東圏域定住自立圏）
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山村の複数町村の連携による
生活交通ネットワークの構築

効果 郡内唯一の高校の下宿解消

高齢者の外出機会の増加

３町村の地域公共交通イメージ

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

設楽町

J R東栄駅

J R大嵐駅

東栄病院

田口高校

豊根村

J R 飯田線

東栄町

稲武線

田口新城線

豊根設楽線

津具線

東栄設楽線

豊根東栄線

東栄線

実線：基幹バス 点線：支線バス 楕円：デマンドバス

新城市

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

町村ごとに異
なっていたバ
ス停デザイン

の統一

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

バス通学が
可能となり
高校生の下
宿率が低下

○各町村内で完結していた町営（村営）バスの運行を
一体化。運賃体系やバス停デザインも統一。

○独自のＨＰを立ち上げたほか、「おでかけ北設だよ
り」、「おでかけ北設時刻表」を作成し、運行案内、ダ
イヤ改正等、きめ細やかな情報提供を行い、利用者
への「分かりやすさ」にも配慮。

○路線を「基幹バス」、「支線バス」、「デマンドバス」に
分類。乗換拠点での案内・待合設備を充実。

網形成計画の効果的な活用事例
交通圏全体を見据えた広域的な連携（愛知県北設楽郡）

 網形成計画において、３町村のバスを役割に応じて分類し、地域間幹線補助系統も含めて位置づけるととも
に、運賃体系等の統一化を図り、高校生の通学や高齢者の外出といったニーズに応えることとしている。
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【再編前】 【再編後】

利用の少ない
区間の存在

医
療
セ
ン
タ
ー

区域：鳥取県西部（米子市・境港市・日吉津村・南部町・大山町・江府町・日南町・日野町・江府町）

期間：平成30年10月1日～令和5年9月30日

伯耆大山駅

医
療
セ
ン
タ
ー

広域的な地域公共交通再編実施計画の具体例（鳥取県西部）

 米子市～南部町間の長大な幹線バスを分割。

 南部町内の利用の少ない区間を路線統合・フィーダー化（市町村自家用有償旅客運送によるデマンド運
行（一部路線運行））。

デマンド型区域運行による交通
空白地域への対応
･･･朝２便のみ定時定路線運行
(4条バス1便及び町営バス1便)

米子駅起点の
⾧大な路線の

存在

米子駅発の⾧大
路線を法勝寺で

分割
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75%

46%

63%

36%

26%

21%

1%

15%

16%

8%

27%

4%

11%

11%

4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

公共交通の利用者数・利用頻度（対象地域全体）

公共交通の利用者数・利用頻度（特定路線）

地域住民の満足度改善

公共交通カバー圏域の拡大／公共交通不便地域の縮小

公共交通の経営効率・収支改善

公共交通部門における行政負担額の軽減

クロスセクター効果

健康・福祉の改善効果（高齢者の外出機会の創出など）

中心市街地の賑わい改善効果（中心市街地の乗降客数な

ど）

コンパクトシティの推進（沿線人口、住宅着工件数、地価

公示価格など）

観光活性化（観光客の公共交通利用など）

環境負荷の軽減

公共交通分担率の拡大／自家用車分担率の縮小

免許返納者数の拡大

道路交通状況の改善（交通量、渋滞損失時間の削減な

ど）

●網形成計画等での数値指標の設定状況（N=516）

3%

7%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

55%

60%

69%

65%

12%

7%

10%

5%

28%

24%

17%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通の利用者数・利用頻度（対象

地域全体）_N=350
公共交通の利用者数・利用頻度（特定

路線）_N=214
公共交通の経営効率・収支改善

_N=121
公共交通部門における行政負担額の

軽減_N=96

毎月 数ヶ月に1度 毎年 数年に1度 計画期間中に1度

●定量的な目標設定、実施状況の分析・評価の明確化

※令和元年度国土交通省アンケート調査より

31%

13%

56%

①既に達成状況の評価・モニタリングを

行ったことがある

②達成状況の評価・モニタリングを行う

時期を迎えているがまだ行っていない

③達成状況の評価・モニタリングを行う

時期をまだ迎えていない

●網形成計画における目標の達成状況の評価・モニタリングの
実施状況（N=505）

【目標設定】
「利用者数」「満足度」については、６割以上が設定。一方、事業の効率性に関する指標である「収支」「行政負担額」につい

ては、２割程度にとどまる。
人の移動がもたらすクロスセクター効果（健康、福祉、医療、まちづくり、観光等への影響）を考慮した目標設定も重要。

【実施状況の分析・評価】
既に評価を実施した地域は、３割程度。一方、実施予定時期が到来しているものの、評価を未実施の地域もある。
「利用者数」「収支」について、毎年度評価を実施していない地域も見られる。

●数値指標別評価・モニタリングの実施時期

事業の効率性に関する指標

クロスセクター効果に
関する指標
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路線別乗降数
佐渡市内路線バスについて、路線別乗降車数及び乗降数が
10 名以下の区間をグラフ及び図に示す。全体として、中
心から離れた区間で乗降数が10 名以下となる区間が存在
する。（平成22 年度データ・往路・平日）

高校別バス通学可能区間
市内の各高校の通学として利用できる路線及
び区間を以下に示す。
赤泊線、度津線、前浜線、宿根木線沿線にお
いて、羽茂高校を除く４校で通学ができない
路線となっている。また、南線沿線で相川高
校、羽茂高校へ、東海岸線沿線で佐渡高校、
相川高校、羽茂高校へ通学ができない路線と
なっている。

病院別バス通院可能区間
市内バスにおいて、主な病院の診療受付開始
（診療開始後１時間以内）に間に合う路線及
び区間を以下に示す。
乗り継ぎ、直行便により、病院に行けるよう
になっている。ただし、もっとも通院ニーズ
の高い佐渡総合病院では、赤泊線、度津線、
前浜線、宿根木線において診療受付開始に間
に合わない路線となっている。

網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（新潟県佐渡市）

 網形成計画において、現状の路線別の乗降数を可視化するとともに、通学・通院といった目的別の公共交
通のサービスレベルを分析。

※当該計画における記載を基に、国土交通省において作成22



計画の目標 評価指標の達成状況

 網形成計画において、「路線バス利用者数」、「公共交通での通学者数」、「デマンド型交通利用者数」等の
定量的な目標を設定し、毎年度、協議会で達成状況を共有している。

網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（北海道帯広市）

（平成30年度 第１回 帯広市地域公共交通活性化協議会 資料）
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網形成計画の効果的な活用事例
データによる状況把握、効果的な目標設定・検証（数値目標の設定例）

 網形成計画において目標を設定する際、公共交通利用者数、利用者満足度等、公共交通そのものの利用

状況に着目した目標に加え、公的負担に関する目標や、公共交通の利便性の向上による他の政策分野へ

の貢献を明確にした目標を設定する例もみられる。

まちづくりと連携した目標の設定例（岐阜市）
公的負担に関する数値目標の設定例

作成主体 指標 現状 目標

青森県五所川
原市

公共交通等の維
持に関する行政負
担額

299,000千円
(H27) 現状維持(H34)

茨 城県 つ く ば
市

市の公共交通維
持に係る年間負
担額

332,000千円
(H26)

310,000千円
(H32)

北海道千歳市 路線バスの維持
に要する市負担額 18,509千円

(H27) 現状維持(H32)

愛知県新城市 コミュニティバスへ
の市負担額 111,809千円

(H27)
現状維持(H33)

青森県下北地
域
（むつ市、大間町、
東通村、風間浦村、
佐井村）

住民1人あたりの
財政負担額 6,424円／人

(H27)
6,400円／人

(H36)

茨城県大子町 利用者1人あたり
の町負担額

650円／人
(H27) 650円／人(H32)

出典：岐阜市地域公共交通網形成計画 24



●地方公共団体への通知、意見提出の仕組みの創設

地方公共団体が活性化再生法に基づく地域公共交通計画の作成・実施を円滑に行うためには、地方公共団体が、路線バスに係る新規参入の情報を速やかに
把握できるようにする必要がある。このため、路線バスに係る新規参入の申請があった場合に、国土交通大臣は地方公共団体に対し、その旨を通知することと
する。
また、現行制度では、認定地域公共交通利便増進実施計画の区域における路線バスに係る新規参入の申請があった場合には、国土交通大臣は、道路運送法
第６条に掲げる審査基準に加えて、「計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがないか」についても審査することとしている。当該審
査については、その基準を明確化するとともに、国として実効的な判断を行うことを可能とする必要がある。
このため、認定地域公共交通利便増進実施計画の区域内における新規参入の申請があった場合には、通知を受けた地方公共団体は、法定協議会を活用し、
関係者と協議したうえで、国土交通大臣に対し意見を提出することができることとするなど、地域の意見を反映する仕組みを創設する必要がある。

新規参入の申請

協議会における協議

地域公共交通利便増進実施計画への
影響について意見を提出

地域公共交通利便増進実施計画
認定済 未認定

道路運送法における許認可

通知

許認可（道路運送法）
第６条の審査基準
（①輸送の安全性②事業計画の適切性③事業遂行能力の適確性）
＋④「地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆
の利便が著しく阻害されることとなるおそれ」（活性化再生法上の
特例）※運用で基準を明確化

道路運送法上の事業許可等の申請があった旨を
通知（道路運送法）

新規参入（事業許可及び事業計画の変更）の申請（道路運送法）

意見提出（新規参入に伴う地域公共交通利便増
進実施計画に与える影響を実証的・定量的に明

らかに）（活性化再生法）

地方公共団体が行う協議に対する
応諾義務（活性化再生法）

国 地方公共団体 公共交通事業者等

※赤字部分が今回の法改正で新設する手続

計画作成を検討

※ 利用者利便を阻害するお
それがない場合を除く等、
通知対象を限定
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地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実

○路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で、地方公共団体が、関係者と協議してサービス継続のため
の実施方針を策定し、公募により新たなサービス提供事業者等を選定する「地域旅客運送サービス継続事
業」を創設
⇒従前の路線バス等に代わり、地域の実情に応じて以下のメニュー例の①～⑥のいずれかによる旅客運

送サービスの継続を実現

デマンド交通（タクシー車両による乗合運送（区域
運行））による継続

実施方針に定めるメニュー例

福祉輸送、スクールバス、病院や商業施設等への送
迎サービス等の積極的活用

コミュニティバスによる継続

タクシー（乗用事業）による継続

乗合バス事業者など他の交通事業者による継続
（縮小・変更含む）

自家用有償旅客運送による継続

①

②

③

④

⑤

⑥

○地域公共交通利便増進事業等の活用により、可能な限り同一の乗合
バス事業者等による同一路線の継続（縮小・変更を含む）を目指す。

○ 困難な場合には、順次①以降のメニューを検討する。

路線バス等の維持が困難な状況に関する
乗合バス事業者等の申し出

地方公共団体が、サービス提供事業者と連携して、
地域旅客運送サービス継続実施計画を作成、

国土交通大臣の認定を受けた場合は法律上の特例措置
（事業許可等のみなし特例等）

手 続

輸送資源の総動員による移動手段の確保 （①地域に最適な旅客運送サービスの継続）

【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

地方公共団体が、既存の事業者を含めた関係者と、
多様な選択肢を検討・協議し、実施方針を策定し、
公募により新たなサービス提供事業者等を選定。
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「地域旅客運送サービス継続実施計画」の作成・認定

（関係者で合意の上、計画を作成し、

国土交通大臣の認定を受ける）

乗合バス事業者
他の事業者等

（乗合バス事業者、貸切バス事業者、
タクシー事業者、自家用有償旅客運送者等）

地方公共団体（法定協議会）

実施方針の策定

（①移動手段の選択肢の範囲、②地方公共団体による

支援額等の条件等を決定）

関係者との協議

（移動手段の確保のために適切な選択肢の候補を比較検討）

「地域公共交通計画」の変更

（「地域旅客運送サービス継続事業」を位置づけ）

応募

「地域公共交通計画」の作成

応募されたサービス内容等を総合評価し、

継続事業者を決定

利用者減や運転者不足のため運行継続が
困難な状況に直面

補助を受けて運行を継続 （補助を受けて）新たに運行を開始

応募

路線バスを運行

継続が困難又は困難となるおそれがあるとの共通認識

●地域旅客運送サービス継続事業の実施フロー（路線バスの場合のイメージ）

実施方針に基づき、提供できるサービス内容等に
ついて公募

※法律上の特例措置（事業許可・事業計画変更認可等
のみなし特例、廃止届出を不要とする特例）

※運行費等に対する予算等の支援 27



●地域の実情に合わせた交通手段の見直し（ダウンサイジング等）の一般的なイメージ

※上記に併せて、①運行経路・ダイヤ等の見直し、②利用促進等を実施

路線バス
（地域間幹線等）

コミュニティバス
（定時定路線又はデマンド型）

乗合タクシー
（デマンド型）

地方公共団体、交通事業者等の地域の関係者の協議の下で、
・路線バスについては生産性の向上を図るとともに、
・地域の実情に合わせてダウンサイジング等（車両の小型化、運行経路やダイヤ（頻度等）の見直し等）による最適

化を図りつつ、地方公共団体の公的負担によるコミュニティバス、乗合タクシー等の運行
・自家用有償旅客運送の活用、スクールバス、福祉輸送等の積極的活用により、
地域の暮らしや産業に不可欠な移動手段を持続的に確保。

路線を定めて運行するものであって、かつ、路線毎
にダイヤが定められている運行の形態。

⇒目的地への一定の輸送ニーズ（通学・通院等）を束
ねることで効率的にサービスを提供できる。

決められた場所を決められた時間に運行

定時定路線

需要規模に応じた
効率的・効果的な運行

路線・ダイヤを定めず、旅客毎の需要に応じた乗合
運送を行う運行の形態。

⇒利用者の輸送ニーズに応じて、運行ルートや乗降
場所を柔軟に設定できる。

デマンド型

バス停等のミーティングポイントをあらかじめ定め予約が
あった場合に運行するミーティングポイント型

バス停等を定めず区域内で予約があったとこ
ろを最短距離で運行するドアtoドア型

タクシー（乗用）の活用
（相乗り等）

（例）大分県南部圏

駒ヶ根市

（例）八代市

（例）神石高原町

自家用有償旅客運送
（市町村自ら又はＮＰＯ等による運行）

（例）鳥取県西部、八幡浜市

スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設等の
送迎サービス等の積極的活用

（例）弘前市

バス・タクシーによるサービスの提供が困難な場合

※ タクシー相乗りの導入に向けて、道路運
送法上の通達等の整備を2019年度中に図る。
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【作成主体】大分県・佐伯市・津久見市 【区域】佐伯市・津久見市
【計画期間】平成３０年１０月１日～令和３年９月３０日

交通結節点の新設、路線の分割等
①宇目直川線
【佐伯～宇目】

直川振興局で路線を分割し、
直川振興局以西をコミバス
に移管

②鶴見線
【佐伯～下梶寄】

鶴見地区公民館前で路線を
分割し、鶴見地区公民館前
以東をコミバスに移管

③米水津線
【佐伯～米水津】

米水津振興局で路線を分割
し、米水津振興局以東をコ
ミバスに移管

④畑の浦経由蒲江線
【佐伯～蒲江】

中川原で路線を分割し、中
川原以南（～蒲江間）をコ
ミバスに移管

⑤青山経由蒲江線
【佐伯～波当津】

道の駅かまえで路線を分割
し、道の駅かまえ以南をコ
ミバスに移管

商業施設への乗入れ
⑥伯大線【大分～佐伯】 日中の便の経路を変更し、

コスモタウンを経由

⑦上浦線【佐伯～蒲戸】 商業施設等の集積するコス
モタウンに路線を延伸

民間バスをコミバスへ移管
⑧久保線【佐伯～久保】 民間バス路線を廃止し、コ

ミバスに運行を移管。区間
をコスモタウン発着に短縮

⑨本匠線
【佐伯～上津川】

民間バス路線を廃止し、コ
ミバスに移管。区間をコス
モタウン発着に短縮

②

⑤

③

④

①

⑥ ⑦
⑧

⑨
コスモタウン

 佐伯市・津久見市内のバス路線について、交通結節点の新設と路線の分割を行い、利便性を確保しながら効率化。

 併せて、商業施設への乗入れやコミバスへの移管等を実施し、広域的にバス交通を再編。

ダウンサイジングの一般的なイメージ
路線バスからコミュニティバスに再編（大分県南部圏地域）

29



ダウンサイジングの一般的なイメージ
コミュニティバスからデマンド交通に再編（熊本県八代市）

運行回数（回／日） 年間運行経費（千円）

再編前（路線運行）（Ｈ29） 7 13,118

再編後（デマンド運行）（Ｈ30） 5 5,165

再編後（デマンド交通）再編前（コミュニティバス）

 八代市では、路線定期運行から区域型デマンド運行へ運行形態を見直すことで経費を削減。
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◆赤字長大路線の分割・再編
【薬師堂方面】
・利用者が低迷している幹線を分割し、

乗合タクシーへ転換

【岩木方面】
・需要に合わせて運行本数を再配分
・路線バスの廃止（H29.4）により生じ

た交通空白地を解消するため、乗合タ
クシーを導入

【浜の町方面】
・弘前中心部からの幹線と、そこから分

岐する支線の分担を明確化
・支線は乗合タクシーへ転換

◆弘前駅周辺（城東方面）の赤字・
重複路線の再編

・既存の重複路線を統合すると共に、病
院や商業施設へのアクセスを確保

・一部路線を乗合タクシーへ転換

【再編実施計画の主な事業内容】

路線バス

予約型乗合タクシー

定時運行乗合タクシー

起終点・主要乗継拠点

実線

三重線

二重線

【凡例】

弘南線

岩木方面

浜の町方面

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

大鰐線

バス路線の分割・
短縮により効率化

岩木線

浜の町石渡線

最寄り駅までの
定時運行乗合タクシー

へ変更

中心部までの
予約型乗合タクシー

へ変更

重複路線を統合すると共に、
都市機能誘導区域間の連絡、
病院等へのアクセスを確保

最寄り駅までの
予約型乗合タクシー

へ変更

空白地区を解消する
予約型乗合タクシー

を導入

需要に合わせて運行本数
を再配分

地域拠点の岩木庁舎行きを増便
しサービスにメリハリ

路線バスから
予約型乗合タクシー

へ変更

需要に合わせて運行本数
を配分

地域拠点の石渡までの運行本数
を増加してサービスにメリハリ

薬師堂方面

弘前駅前

城東方面

岩木庁舎前

三ツ森

農村環境
改善センター

小友

石渡

病院

 長大路線（３方面）を分割・再編し、重複路線を改善するなど、効率的なネットワークを形成。
 併せて、路線バスの廃止により生じた交通空白地を解消するため、乗合タクシーを導入。

ダウンサイジングの一般的なイメージ
路線バスから乗合タクシーの導入を行った具体例（青森県弘前市）
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ダウンサイジングの一般的なイメージ
乗用タクシーの活用を行っている具体事例（長野県駒ヶ根市）

割引タクシー券制度の概要こまがねデマンド型乗合タクシー（こまタク）の概要

 駒ヶ根市では、利用者の減少や財政負担の増加などから、平成25年にそれまでの定時定路線型バスを廃
止し、交通不便者の通院・買い物に的を絞った「デマンド型乗合タクシー」の運行に移行。

 併せて、運行日や運行時刻などの制約があるデマンド型乗合タクシーを補完する目的で、「割引タクシー
券制度」を導入。

利用対象者 駒ヶ根市内 居住者（事前登録制）

運行範囲 市内全域（自宅⇔停留所 間）

運行日 平日（月曜日～金曜日）

運行回数 ４回／日（往路8時・10時,復路12時・14時）

停留所 病院、スーパー、郵便局、市役所 等

運賃 片道400円

利用実績 登録者数 1,483人（H30年度）
利用者数 7,071人（ 〃 ）

①割引タクシー券

対象者 市内に住所を有する65歳以上の人。
かつ、自身による自動車の交通手段
がない人

交付内容 居住地区に応じて100円～350円の
割引券を年間40～120枚まで交付

利用枚数 28,595枚（H30年度）

②福祉タクシー券

対象者 重度の身体障がい者・知的障がい
者・精神障がい者・特定疾患医療受
給者 等

交付内容 居住地区に応じて500円のタクシー券
を年間12～36枚まで交付

利用枚数 9,716枚（H30年度）
※駒ヶ根市地域公共交通協議会資料より国土交通省作成32



ダウンサイジングの一般的なイメージ
乗用タクシーの活用を行っている具体事例（兵庫県神石高原町）

 複数の谷筋に住宅が点在する地理的特徴から非効率な運行となっていたデマンドバスを全て廃止し、高
齢者等の生活交通について、運行時間を気にせずドアtoドアで移動できる「乗用タクシー」に一本化。

 利用者利便の向上、効果的な財政支出、タクシー事業者の収益向上を実現。

●「ふれあいタクシー」の概要

対象者
75歳以上高齢者
免許費保有者 等

利用目的
町内であればどこでも（通
院、買い物等）

利用料金
目的地まで片道最大600
円（600円を超える料金は
町が補助）

利用回数 1人1か月30回まで

利用できる
事業者

町内タクシー事業者及び介
護タクシー事業者
（小型～9人乗り車両、介
護車両が利用可）

相乗り
タクシー利用者の1人が

「利用者証」を持っていれ
ば、相乗り同乗者も対象

●見直しによる効果
• 利用者の増加（4.4千人/年→3.0万人/年）
• 一乗車当たり町負担額を65%削減

（5.6千円→2.0千円）
• タクシー事業者の収益上昇

営業収益：事業者全体で約45%増加
1日1車当たり営業収益：約4千円増（約30%増）

H30.10＜計画の改定＞

• 民営路線バス【広域・観光・通学】

• 町営路線型バス【通学】

• ふれあいタクシー【高齢者等の生活交通】

H27.3＜計画の策定＞

• 民営路線バス

• 町営路線型バス

• 町営デマンドバス

• タクシーチケット

●地域公共交通網形成計画の見直し
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ダウンサイジングの一般的なイメージ
自家用有償旅客運送の導入を行った具体事例（愛媛県八幡浜市）

 八幡浜市では、民間路線バスの廃止を契機として、行政と協働し、地域住民組織（NPO法人）による公共交通空白地有償運
送（予約制定期運行、予約制デマンド運行）等により、地域の足を確保。

 運行開始当初と比較して、利用者は約２．２倍（約２万人）に増加。また、黒字運営を約11年間継続する等、持続可能な取組を実施。

事務所（旧駐在所を活用）

旧日土東小
（Ｈ２６閉校）

旧青石中
（Ｈ２９閉校）

 水色網掛け部：予約制のデマンド運行 （地域内限定、ドアtoドア）
 赤色線：予約制の定時定路線運行 ※八幡浜市資料より国土交通省作成

自家用有償旅客運送路線図バス利用者数（人）

H29年度利用者数はH21年度比約2.2倍増加

運賃収入、入会費・年会費、スクールバス委託収入のみで持続可能な運行
を継続中

事業収支（千円）
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【利用者】
安全、安心な交通サービスの提供

住民ドライバー

市町村等が使用権原を有する自家用自動車過疎地域等の
交通事業者

（バス・タクシー）

運行管理
車両整備管理

自家用有償旅客運送者
（市町村等）

交通事業者協力型自家用有償旅客運送

（協力の形態）
⇒ 交通事業者が運行管理、車両整備管理の

委託を受ける。
⇒ 交通事業者がNPO等の構成員として参画

し、運行管理、車両整備管理を担当する。

ノウハウを活用して協力

【期待される効果】
【自家用有償主体（市町村等）】
業務負担の軽減、運行ノウハウの活用

【交通事業者】
委託費の確保等

○過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理、車両整備管理で
協力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、実施を円滑化

○地域住民のみならず観光客を含む来訪者も対象として明確化
⇒インバウンドを含む観光ニーズへも対応

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

輸送資源の総動員による移動手段の確保 （②自家用有償旅客運送の実施の円滑化）
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交通事業者
（バス・タクシー）

自家用有償
（市町村等）

①市町村等から提案を求める ② 提案がなければ実施

協力型
自家用有償

安全性の観点から
まずは交通事業者の活用を検討

【役割分担】
バス・タクシー：ノウハウを活用し運行管理等を担う
市町村等 ：自家用有償の運行主体となる

「協力型」の制度化により、両者にメリットのある着地点を提案し、合意形成を容易化

課題

○地域に、既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズが明らかになった場合、
・交通事業者（バス・タクシー）による移動手段の確保
・市町村等による自家用有償旅客運送の実施
の二者択一の選択肢についての協議となり、意見が対立し、合意形成がハードルになりやすい。

○既存の交通事業者では対応しきれていない移動ニーズ

（合意形成がハードルになりやすい）

（両者にメリットのある着地点）

【新設】
【利用者】
安全、安心な交通サービスの提供

【自家用有償主体（市町村等）】
業務負担の軽減、運行ノウハウの活用

【交通事業者】
委託費の確保等

「協力型自家用有償」に期待される効果

●交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設の趣旨
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●観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化

地域住民
＋

観光客を含む来訪者

現行の輸送対象の考え方
（省令に規定）

明確化する輸送対象の考え方
（法律に規定）

市町村長が認めた場合（※）

地域住民

地域住民
又は

観光客を含む来訪者

・インバウンドを含む観光ニーズの取り込みにより、生活交通も含め、地域交通の
持続性が高まる
・観光客の移動ニーズに対応し、地域の観光資源の活用を図る

【期待される効果】

法律で明確化

（※）地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を
図ることが必要な事情があることを市町村長が認めた場合

地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において明確化。
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○鉄道や乗合バス等における貨客混載を行う「貨客運送効率化事業」を創設
⇒旅客・貨物運送サービスの生産性向上を促進

貨客混載の効果

課題

効果

人流 物流

地方部における輸送
減による収支の悪化

担い手不足

新たな収入源の確保
地方部における

物流サービスの確保

「貨客運送効率化事業」を創設し、
国土交通大臣の認定を受けた場合における法律上の特例を措置

することで、地方部における物流サービスの確保とあわせて、
地域における旅客運送サービスの提供の確保を実現

貨客混載(鉄道)

貨客混載(乗合バス)

輸送資源の総動員による移動手段の確保 （③貨客混載に係る手続の円滑化）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】
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【現状】
○地方都市のバス路線では、不便な路線・ダイヤや画一的な運賃が見直されにくく、利便性向上や運行の

効率化に支障
○また、独占禁止法のカルテル規制に抵触するおそれから、ダイヤ、運賃等の調整は困難

【改正案】
○「地域公共交通利便増進事業」を創設

⇒路線の効率化のほか、「等間隔運行」や「定額制乗り放題運賃」 「乗継ぎ割引運賃（通し運賃）」等のサ
ービス改善を促進

○併せて、独占禁止法特例法により、乗合バス事業者間等の共同経営について、カルテル規制を適用除
外する特例を創設

定額制乗り放題運賃

14:00 14:30

等間隔運行

何回乗っても
最大300円
・ ・ ・など

A＋B＋C
＝300円／日

だんご状態
のダイヤ

等間隔で
利用しやすく

15:00

14:00 14:30 15:00

A事業者

B事業者

A/B事業者

バス

A B

バス
C

鉄道

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

既存の公共交通サービスの改善の徹底 （①利用者目線による路線の改善、運賃の設定）
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●乗合バス及び地域銀行に関する独占禁止法の特例法について

（地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律）（令和二年法律第三十二号）※令和２年5月27日公布

1. 総則 – 法律の目的（上記）、定義（乗合バス事業者（地域一般乗合旅客自動車運送事業者）・地域銀行等）

2. 合併等の認可等
- 主務大臣の認可を受けて行う特定地域基盤企業（乗合バス・地域銀行）・親会社の合併等には独禁法を適用しない
- 申請者による基盤的サービス維持計画の提出、主務大臣の認可基準、公取委との協議
- 主務大臣による事後的な適合命令（公取委からの措置請求が可能）

3. 共同経営（カルテル）の認可等
- 国土交通大臣の認可を受けて行う乗合バス等の共同経営には独禁法を適用しない
- 申請者による共同経営計画の提出、法定協議会への意見聴取、国土交通大臣の認可基準、公取委との協議
- 国土交通大臣による事後的な適合命令（公取委からの措置請求が可能）

4. 雑則・罰則 – 主務大臣（乗合バス→国土交通大臣、地域銀行→内閣総理大臣）、適合命令違反への罰則等
5. 附則 － 10年以内に本法を廃止するものとする旨等

目的

構成

この法律は、人口の減少等により乗合バス事業者及び地域銀行（「特定地域基盤企業」と総称）が持続的にサービスを
提供することが困難な状況にある一方で、当該サービスが国民生活及び経済活動の基盤となるものであって、他の事業者による
代替が困難な状況にあることに鑑み、合併その他の行為について独禁法の特例を定め、特定地域基盤企業の経営力の強化、
生産性の向上等を通じて、将来にわたってサービスの提供の維持を図ることにより、地域経済の活性化及び地域住民の
生活の向上を図り、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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○MaaSに参加する交通事業者等が策定する新モビリティサービス事業計画の認定制度を創設
⇒交通事業者の運賃設定に係る手続をワンストップ化

○MaaSのための協議会制度を創設
⇒参加する幅広い関係者の協議・連携を促進

複数交通機関の
一括フリーパスの提供

MaaSの事例（伊豆地域）

※MaaS：Mobility as a Service

○MaaSとして提供するサービス
・複数交通モード横断の経路検索
・複数交通モード横断のフリーパスの購入
・観光施設のチケットの購入
・AIオンデマンド交通の予約 等

○地域課題の解決
・移動の利便性向上・公共交通の維持・活性化
・高齢者の移動機会の創出
・観光地での周遊促進・観光消費の拡大

MaaSの目的・内容

既存の公共交通サービスの改善の徹底 （②MaaSの円滑な普及促進に向けた措置）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】
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【機密性２】

MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最
適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

手段としてスマホアプリ等を用いることが多い。

新たな移動手段（シェアサイクル等）や移動目的に関連したサービス（観光チケットの購入等）も組み合わせることが可能

出
発
地

利用者

シェアサイクル

ＡＩオンデマンド交通

鉄道

カーシェア

超小型モビリティ

観光 物流 医療・福祉 小売り

バス タクシー

目
的
地

グリーンスローモビリティ

自動運転

一つのサービスとして提供（検索・予約・決済）

移動目的とも一体化

●MaaSとは

地域や観光地におけ
る移動の利便性向上

既存公共交通の
有効活用

交通安全とマイカー
依存からの脱却

スマートシティの
実現

地域が抱える課題の解決

旅客船 旅客機

外出機会の創出と
地域活性化

42



大分県中部圏における公共交通ネットワークの形成方針

大分県中部圏 網形成計画

大分市の地域公共交通網のあるべき姿

補助対象幹線系統

補助対象フィーダー系統

大分市 網形成計画

補助対象幹線系統

●地域公共交通活性化再生法の計画制度と補助制度（見直しの方向性）

現行の補助制度は、法定計画（網形成計画）の作成を補助要件として求めておらず、別途に要綱に基づく補助計画を作成
することとしている。また、網形成計画に定める具体的な内容については、各地域の判断に委ねられている。
実態としても、地域内フィーダー系統補助を受けている551市町村等（※１）のうち、網形成計画を作成しているのは約半数
（293（※２））にすぎない。 （※１）平成30年度事業（平成29年10月～平成30年９月）の運行。 （※２）平成30年７月末の状況。

乗合バス等の運行費補助について、「地域公共交通計画」と連動化することで、真に公的負担による確保維持が必要な路
線等に対し、効果的・効率的な補助を実施。

網形成計画における補助対象系統の位置づけのイメージ
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．地域公共交通確保維持改善事業の概要等
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＜支援の内容＞
○ 地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための新たな法定計画の策定に資する調査等

＜支援の内容＞

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域内交通の運行や
車両購入、貨客混載の導入を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

地域公共交通確保維持改善事業の概要

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通再編実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、地方路線バスの利便性向上、運行効率
化等のためのバス路線の再編、デマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援

地域公共交通調査等事業
（地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定等の後押し）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

線
路
側

ホ
ー
ム
側

○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、
計画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和２年度当初予算額 ２０４億円
（令和元年度補正予算額４９億円を加え、
前年度比１．１５）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援

（上記取組を促進するための計画・支援制度等のあり方について、地域公共交通活性化再生法などの見直しを検討）
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【自家用有償旅客運送の実施の円滑化】

市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図る場合の法制を整備し、地域にお
ける合意形成手続きを容易化
⇒安全・安心な輸送サービスの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減
地域公共交通網形成計画に位置づけた場合は、手続きを簡素化
⇒広域的な取組を促進

過疎地域等における高齢者等の足を確保するためには、バス・タクシーと自家用有償旅客運送を適切な役割分担
のもと組み合わせ、持続可能な地域交通を実現する必要がある。
このため、「成長戦略実行計画」に基づき、自家用有償旅客運送の実施の円滑化のために制度を見直すこととあわ
せ、その導入を促進するために市町村、NPO等による車両購入等への支援の拡充を図る。

（「成長戦略実行計画」（令和１年６月２１日閣議決定）に位置づけ）

地域の需要に応じて効率的な運行を促すため、小型車両の導入や運転者の講習受講料を支援

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 ●乗車定員１０人以下の車両（一括補助）

●運転者の講習受講料
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた確保維持事業（運行費補助）の

対象系統の運行の用に供するもの
●自家用有償旅客運送の用に供するもの

地域公共交通確保維持事業 陸上交通：車両購入に係る補助
自家用有償旅客運送導入促進のための車両購入費等への補助【拡充】
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車両改造費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 車両の改造費用（座席の撤廃、荷物置きと座席の隔壁設置、荷物固定のための柵購入及び設置等の費用）
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた確保維持事業（運行費補助）の対象系統の運行の用に供するもの

●法定計画において貨客混載の導入による収支改善目標を記載

座席の撤廃等

貨客混載の例

貨物事業者支店

バス停 バス事業者営業所 貨物事業者

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

貨物の積み 路線バスとして運行

貨物車として運行

貨客混載車として運行

背景・目的

○ 人口減少・少子高齢化に伴う輸送需要の減少や自動車運送業の担い手不足により、過疎地域等において生活交
通の確保・維持や物流サービスの持続可能性が深刻な課題となっている。

○ このような中で、バス等の運行とあわせて貨物を輸送する「貨客混載」を導入することで、物流サービスの確保とあ
わせて、バス等の運行に係る生産性向上（収支改善）を図ることができ、持続可能な地域公共交通ネットワークの実
現につながる。

○ このため、今般の地域公共交通活性化再生法の見直しとあわせて、補助制度において、必要な車両の改造費等を
支援することにより、貨客混載の導入を促進し、もってバス等の運行に係る収支改善につなげることとする。

地域公共交通確保維持事業 陸上交通：車両購入等に係る補助
貨客混載のための車両改造費補助【拡充】
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地域公共交通調査等事業（地域公共交通計画等の策定への支援）

地域公共交通計画（現行：地域公共交通網
形成計画）の記載事項（イメージ）

○計画の効果的な活用のために必要な視点

○定量的な目標値（公共交通の利用者数、収支率、
公的負担等）、補助対象系統の位置づけ等を記載

①地域戦略との
一体性の確保

（まちづくり、医療・福祉、
観光等との連携）

②モード間連携や

多様な輸送サービス
の活用

③地域の多様な
関係者の協働

④交通圏全体を
見据えた広域的な連携

⑤データによる状況把握、
効果的な目標設定・検証を設定

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形成計画）の策定に必要な

経費（地域データの収集・分析の費用（※１）、住民・利用者アンケートの

実施費用、専門家の招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証

調査のための費用等）

○補助率：１／２（上限額500万円。交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通

ネットワークの実現に向け、都道府県と複数の市町村を構成員に含む

法定協議会が主体となった協働による取組を行う場合は、上限1,500万円）

○補助要件 ：①計画に、公共交通の利用者数、収支率その他の定量的な目標値を記載し、

当該目標値と実績値を比較して当該計画の達成状況の評価を行うこと

②都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を策定していない

市町村にあっては、当該計画の作成を検討すること

○補助対象者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：地域公共交通再編実施計画（※２）の策定に必要な経費

（地域データの収集・分析の費用（※１）、住民・利用者アンケートの実施費用、
専門家の招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証調査のための費用等）

○補助率： １／２ （上限額1,000万円）

○補助要件：①地域公共交通再編実施計画（※２）に、利便性、効率性及び持続可能性の観点から、地域

公共交通再編推進事業（改正後の公共交通利便増進事業）の効果を定量的に記載し、同

計画を公表すること

②都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画を策定していない市町村にあっては、

当該計画の作成を検討すること

地域公共交通再編推進事業（再編計画策定事業）

（※１）協議会によるマーケティング活動の強化のためのモビリティデータの収集・活用について重点的に支援 （※２）改正後の地域公共交通利便増進実施計画

地域公共交通再編実施計画（※2）のイメージ
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地域公共交通調査事業地域公共交通調査事業
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）
の
検
討

ケース１
地域公共交通計画（現行：地域
公共交通網形成計画）を策定

【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２（上限額500万円）

地域公共交通調査事業地域公共交通調査事業

【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２ （上限額500万円）

地域公共交通再編推進事業地域公共交通再編推進事業

【補助内容】 計画策定経費
【補助率等】 １／２ （上限額1,000万円）

【補助内容】 利用促進・事業評価経費

【補助率等】 １／２（認定期間内（最大５年間））

再編計画（改正後の利便増進
実施計画）策定事業

再編計画（改正後の利便増進
実施計画）推進事業

ケース２
地域公共交通計画（現行：地域
公共交通網形成計画）及び
地域公共交通再編実施計画
（改正後の利便増進実施計画）
を策定

計画策定事業

地域公共交通調査等事業の活用イメージ

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
（改

正
後
の
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施

計
画
）
の
作
成
・
国
に
よ
る
認
定
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地域公共交通協働トライアル推進事業

趣旨

○ 平成26年に改正された地域公共交通活性化再生法に基づき、市町村を中心に地域公共交通網形成計画の策定が進む（令和２年
1月末までに541件）一方で、都道府県の主導による交通圏全体を見据えた網形成計画の策定は、一部の先進的な地域に限られて
いる。

○ 地域公共交通を巡る環境が厳しさを増しているとともに、地域住民の広域的な移動ニーズ、災害の広域化、長大鉄道路線の廃止等
を踏まえ、これまで以上に広域的な地域公共交通ネットワークが重要となっている。

○ このため、都道府県と複数の市町村を構成員に含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計画策定やバス等の運行への
支援の特例措置により、インセンティブを付与して後押しすることで、交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの
実現を目指す。

概要

１．地域公共交通調査等事業の特例

○地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形成計画）の策定への支援について
補助上限額を緩和

令和元年度～

都道府県及び複数の市町村を構成員に含む法定協議会
補助率1/2 （上限1,500万円） (※)

上記以外（単独市町村等）
補助率1/2 （上限500万円）

※以下の要件を満たす計画の策定を支援。

①公共交通の利用者数、収支率に加え、広域移動手段の確保、地域内交通と地域間交通との
円滑な接続の確保等の観点からの目標値その他の定量的な目標値を記載

②交通圏全体で、利用者の利便性を向上し、効果的・効率的な地域公共交通ネットワーク
の実現を図るため、地域公共交通ネットワークの再構築や、地方公共団体と交通事業者
との役割分担の見直しについて検討し、路線等ごとの役割や運営のあり方を明確に記載

③都道府県及び複数の市町村の協働に関わる、組織・体制、費用負担その他の具体的な
事項を記載

２．地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統、地域内
フィーダー系統）の特例

（１）地域内フィーダー系統
【原則】 ・市町村毎に設定する補助上限額の範囲内とする。

【特例】 ・３年間に限り、地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形成

計画）の対象区域内の複数の市町村について、市町村毎に設
定する補助上限額（原則と同様）の合計額の範囲内で、法定協
議会に対し補助金を交付し、柔軟に配分。

（２）地域間幹線系統
・３年間に限り、みなし運行回数によるカット措置を適用除外とする。

（過去に補助対象となっていない系統に限る。）

⇒複数市町村にまたがる交通圏全体を見据え、幹線交通と
フィーダー交通との最適な組合せを柔軟に検証

⇒交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現
に向けた計画を策定・推進

○１．の要件を満たす地域公共交通計画（現行：地域公共交通網形
成計画）を策定した法定協議会に対し、インセンティブを付与

原則 特例

A市 B市 C町 交通圏 （A市・B市・C町）

上限額 100 50 50 200
補助申請額 120 50 10 180
交付額 100 50 10 180

＜イメージ＞
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配達
【西都市～西米良村】

１日１便運行

バス停留所【村所】
（西米良村）

宮崎交通
西都バスセンター

バス停留所【東米良診療所】
（西都市）

15:30発 16:16着 16:21発 17:01着

ヤマト運輸
西都宅急便センター 東米良地区 西米良村

地域間幹線系統補助における主な生産性向上の取組

地域間幹線系統において、地方公共団体、バス事業者など地域の関係者が連携の下、生産性向上の取組を推進。

路線再編

＜取組内容：北海道＞
地域公共交通再編実施計画に

基づく路線再編により、他系統と
の重複区間を解消し、利用実態
を考慮した運行の効率性を向上。

＜取組効果見込＞
収支率：45.8％（2系統）→50.7％
効果額：約918万円/年（2系統）

＜取組内容＞
物流事業者と連携し、旅客運送に付随した路線
バスによる荷物の運送により、バス事業者の運送
収入を増加、物流事業者の運転手不足を解消。

＜取組効果見込＞
効果額：200万円～

500万円/年

＜取組効果見込＞
収支率：65.2％→65.7％（補助対象7系統）

効果額：約340万円/年（補助対象7系統）

＜取組内容：沖縄県＞
バス事業者、鉄軌道事業者、旅行業

者で組織する「沖縄路線観光活用戦
略会議」において、観光客を対象とし
た路線バス乗り放題の乗車券を販売
し、運送収入を増加。

＜取組内容：北海道＞
北海道利尻島は、サイクリングロードが整

備され、自転車大会も開催されるなど、「サイ
クルツーリズム」が活発化。観光客のニーズ
に合わせてサイクルバスを運行し、運送収入
を増加。

貨客混載

＜取組効果見込＞
収支率：19.7％→20.7％、19.1％→20.1％
効果額：各約25万円/年

観光客が利用しやすい路線づくり

一部区間が
重複

系統の統合
による重複

解消

路線再編

（再編後）

（再編前）

【車内への自転車の積載】

サイクルツーリズム路線バス事業者

背 景

○ 今後の人口減少が見込まれる中で、地方部を中心に路線バスの赤字は拡大しており、持続可能な地域公共交通
ネットワークの形成のためには、路線バス事業の生産性向上の取組が不可欠。

○地方運輸局等を通じて、地方公共団体、バス事業者等で構成する協議会に参画。
○生産性向上の取組状況を把握の上、各地域の取組を共有し、必要に応じた取組の改善等を助言・指導。

＜運行形態＞

例： 宮崎県西都市～宮崎県西米良村
(１日１便運行) 【専用荷台スペース】

【バス車両】
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地域内フィーダー系統における収支改善の取組 （運行経路、ダイヤ等の見直し）

運行の効率化による経費削減

運行形態の見直し、需要がない時間帯の減便等を行い、経費の削減
により収支改善。

利用者の取込みによる収入増加

○通学需要にあわせた増便

茨城県城里町
運行形態：路線定期運行
通学向けの早朝便を増便することで利用者が増加。
（見直し前）第１便 7:28 発 → 7:55 着
（見直し後）第１便 6:28 発 → 6:55 着
＜取組による効果（H29→H30） ＞

利用者数：6,008人 ⇒ 7,879人

○需要がない時間帯の減便

山形県鶴岡市
運行形態：路線定期運行

高校生の通学利用が多い長大路線であり、利用者が少ない日
中時間帯の便を減便（往復４便→１便）することで、経費を削減。
＜取組による効果（H29→H30）＞

経常費用：16,616,624 円 ⇒ 6,089,418 円 〈幹線バス〉17:07着→（見直し前）17:12（見直し後）17:17

熊本県八代市
運行形態：路線定期運行⇒区域運行
路線型から区域型へ運行形態を見直すことで経費削減。
＜取組による効果（H29→H30）＞

経常費用：13,118,000 円 ⇒ 5,165,000 円

○運行形態の見直し

利用者ニーズに合わせた増便、停留所の新設、ダイヤの設定等を行い、
新たな利用者を取り込み、収入の増加により収支改善。

○商業施設へのアクセス改善

福岡県中間市
運行形態：路線定期運行
イオンなかま店敷地内にバス停留所を
新設することで利用者が増加。
＜取組による効果（H29→H30） ＞

利用者数：889人 ⇒ 1,328人

（旧）

（新）
イオン

なかま店

○鉄道や幹線バスとの接続ダイヤの見直し

愛媛県西条市
運行形態：路線定期運行

ＪＲ線や幹線バスとの接続に合わせたダイヤに見直すことで利用者が増
加。
＜取組による効果（H29→H30）＞

利用者数：3,328人 ⇒ 5,661人

フィーダー発

〈ＪＲ駅〉13:26着→（見直し前）13:25（見直し後）13:30
17:17着→（見直し前）17:20（見直し後）17:25
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地域内フィーダー系統における収支改善の取組 （利用促進）

利用促進

学校、福祉、介護等と連携し、チラシ等の配布、イベントの開催等により、周知・ＰＲを行い、利用者を増やし、収入の増加により収支改善。

大阪府河内長野市
運行形態：路線定期運行
バス1日フリー乗車券のポスターや
チラシを駅や公共施設（市役所や
公民館、観光案内所等）、市民まつり
などで配布することで利用者が増加。
＜取組による効果（H29→H30）＞

利用者数：12,554人 ⇒ 14,286人

愛知県豊川市
運行形態：路線定期運行
市の広報誌での特集やＨＰに特設ページを開設したことで、豊川市1日
フリー乗車券の認知度向上、夏休み小学生50円バスなどの利用者に
対して周知を行うことで利用者が増加。
＜取組による効果（H29→H30）＞

利用者数：9,734人 ⇒ 11,798人

福井県大野市
運行形態：路線定期運行
後期高齢者・介護保険者説明会や高校
入学説明会時にチラシを配布すること
で利用者が増加。
他にもまちなか循環バスの定期券購
入者に対し、スーパーマーケットのお
買い物券を配布することで利用者が
増加。
＜取組による効果（H29→H30）＞

利用者数：16,513人 ⇒ 18,305人

愛知県豊田市
運行形態：路線定期運行
小学生対象の冬休み無料乗車券高齢者
クラブ・学校のイベント等でアンケートを
実施し、地域住民のニーズを反映した路
線づくりや時刻表を全戸配布することで
利用者が増加。
＜取組による効果（H29→H30） ＞

利用者数：24,863人 ⇒ 26,937人

（表） （裏）

小学生対象のおいでんバス全路線での
冬休み無料乗車体験
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地域公共交通における感染拡大防止対策

地域の生活や経済活動を支えるために機能の確保が求められている公共交通について、地域公共
交通事業者が十分な感染拡大防止対策を講じることができるよう、駅・車両等の衛生対策や、車内等
の密度を上げないよう配慮した運行等の実証事業を支援。

〇車両・船舶・航空機における抗菌・抗ウイルス対策
〇熱感知カメラ等の設置
〇バス運転席仕切りカーテン隔壁の設置
〇混雑時の移動（密な移動）回避を目的としたリアルタイム情

報を提供するシステム導入
〇必要な感染症対策を行ったうえで、車内等の密度を上げな

いよう配慮した実証運行
〇駅・ターミナルの衛生対策 等

〇鉄軌道事業者（地域鉄道）
〇バス事業者（地域バス）
〇旅客船事業者（定期航路（生活航路））
〇航空運送事業者（特定本邦航空運送事業者を除く。）

〇１／２等
車両の混雑具合を提供するシ
ステムの導入（カナダ・transit）

補助対象経費

補助対象事業者

補助率

バス運転席仕切りカーテン

熱感知カメラ設置による感染者
の公共交通利用自粛励行

車内の抗菌・抗ウイルス対策
ターミナル等の衛生対策

【令和２年度２次補正予算：13,805百万円】
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MaaSなどの新たな技術の活用や地域における関係者の連携、事業主体の育成・運営を図りつつ、改正地域
公共交通活性化再生法の地域公共交通計画の策定・推進を視野に、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金の活用（「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等）を検討。

地域交通分野の一斉のデジタル化 地域交通分野のキャッシュレス化

交通事業者間の連携強化の推進

(例)
・MaaSアプリの導入・実証実験
・AIオンデマンド交通の導入・実証運行
・運行情報の提供やバスロケーションシス
テム等の導入

・３密を防ぐためのリアルタイムの混雑情
報の提供

(例)
・ICカード、QRコード等の導入

(例)
・複数のバス事業者同士の運賃調整等
の導入

NPO等新たな主体による輸送の
実現

(例)
・NPO等による自家用有償旅客運送の
導入のための車両リース・実証運行

(例)
・学識経験者、コンサル等の専門家の派遣 ・地域住民ワークショップの開催 ・地域における移動ニーズの変容実態調査

①臨時交付金の対象となる主な事業の例（公共交通関係）

②臨時交付金の対象となり、上記①の事業と併せて行うことが想定される取組の例

上記①の事業の内容を改正地域公共交通活性化再生法の「地域公共交通計画」等に反映させるなど、同計画の策定・
推進（②の取組）を視野に入れて、地方創生臨時交付金を活用することにより、地域が自らデザインする「新たな地域交
通体系の整備」を実現を図る。

新たな地域交通体系の整備の実現

地方創生臨時交付金の地域公共交通分野への活用について
（「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等関係）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【付録】 地域公共交通計画の作成に向けての確認ポイント、
留意点について（案） ※令和２年６月 作成
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北海道運輸局検討開始にあたってのポイント

担当者として目指すべき将来像を事前に描く！
・ 公共交通の現状・問題点を把握しておきましょう

・ 交通資源、市町村の交通に係る予算支出額などの実情を把握しておきましょう

・ 担当者として、計画作成の目的を明確にし、目指すべき将来像のイメージを描きましょう

貴自治体にとっての重要な政策課題を十分に認識
・ 公共交通計画は交通のことを定めるものですが、交通は自治体の他の政策目的（福祉・

健康、教育、観光、中心市街地活性など）と密接に関係します。貴自治体にとっての交通以

外の重要政策との調整や相乗効果が発揮できるよう、関係セクション間との協議・意見交

換の場を設定し、自治体内の体制を整えましょう

コンサル任せでなくコンサルは活用するという視点で取り組む
・ コンサルタントに知識・経験・ノウハウはありますが、地域の実情をよく知っているのは担

当者。そして地域の交通政策を実行していく責任者も担当者です。コンサル任せではなく、

コンサルの力を利用する、という視点で取り組むことが大切です

◎実効性・実行性のある計画を作成するためには、協議会開催前の

自治体担当者の事前の心構え・準備がとっても大切！
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北海道運輸局主な検討フローの一例 ①

・ 各タイミングで開催する協議会で何を決めるのかをあらかじめ設定

・ 資料や会議録の事前配付（必要に応じて個別説明も）

・ 住民代表の役割を認識（「本当の利用者」の声を見極める）

・ 有識者を「コーディネーター」「アドバイザー」として活用

※ 運輸局が発行しているパンフレットの活用

➢ 北海道運輸局 「初めて会議委員に任命された方の地域公共交通ガイド」

➢ 中部運輸局 「活発で良い議論ができる会議のために。」

〇［確認ポイント］ 住民の交通へのニーズをひろい上げられる調査手法になっていますか？

（例） ・ 地域住民の移動特性や交通に対する意識をアンケートにて把握

・ 地区毎に懇談会を実施し、地域の詳細な意向を直接把握

・ 旅客運送サービス事業者から直接ヒアリングにより把握

・ 過去に実施した調査があれば、そのアウトプットも活用

〇［確認ポイント］ 貴自治体の交通の現状・問題点を把握し、

データ等により裏付けられる手法になっていますか？

・ 地域の公共交通サービスの現状把握

・ 地域の輸送資源の把握と活用の可能性

・ 自治体による交通への財政支出の現状、今後の見通し

・ 上位計画や関連計画における交通課題や目標

・ 既存データに基づく実効性のある分析

・ 現地調査、乗降調査により生の実情把握

協
議
会
の
運
営

現
況
把
握

ニ
ー
ズ
調
査
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北海道運輸局

・ 計画の基本方針や施策内容について、まずは自治体担当内にて検討を

・ 他の計画との整合・連携（総合計画、都市計画、観光ビジョン）がとれているか

・ 交通モード毎の役割分担が明確になっているか

・ 住民の足が確保されていない地域の対策と、確保されている地域の持続性確保のための対策も

・ 「交通ネットワークの形成」にとどまらず、「持続可能性のある移動サービスの提供確保」の観点を

〇［確認ポイント］ 地域の実情にあった実現の蓋然性の高い具体的施策になっていますか？

（例） 短期間の実証調査による効果検証

・ 地域の特性や需要に見合った運行の形態を考える

・ 施策の効果やクリアすべき課題の検証

・ 実施することを住民に知ってもらうための方法や内容についても検討

・ 実施により交通に関する認知度向上や利用促進にも繋げる

（例） 戦略的に利用促進策を展開

・ 自治体職員が積極的に関与して実施する意識を持つ

・ 様々な交通モードの一体的な利用環境づくり

・ 利用促進に向けたターゲットを明確に

・ 商業施設や医療施設等、移動の目的地となるような多様な主体が協働して取り組みを進める

〇［確認ポイント］ 現状・問題点、ニーズから課題を整理できていますか？

〇［確認ポイント］ 課題を解決する目標になっていますか？

・ 人の移動がもたらすクロスセクター効果（健康、福祉、医療、まちづくり、観光等への影響）も考慮

主な検討フローの一例 ②

目
標
の
設
定

課
題
整
理
・

目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
設
定

計
画
案
の
と
り
ま
と
め
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北海道運輸局計画策定後の留意点

計画通りに取組を実施していくだけでは不十分、継続的な状況確
認、見直しの繰り返し

それぞれの交通手段が担う 役割 を明確にし、その特性に応じた取
組を実施

（例）・ ルートの効率化により公共交通サービスを向上

・ 利用者の移動ニーズにあわせたダイヤの見直し

・ 地域の実情に合わせた交通手段への見直し（ダウンサイジング）

・ 福祉バス・スクールバスをコミュニティバスとして活用

・ （交通事業者協力型）自家用有償旅客運送による乗合タクシーの運行

・ タクシー料金の一部助成によるタクシーの利活用 等
➢ 国土交通省 「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット」

地域住民全体で公共交通を支えていく意識を持つように自治体が
積極的にサポートを

毎年度、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する
施策の実施状況の調査・分析・評価を（データに基づくPDCA強化）
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北海道運輸局【参考】 九州運輸局 「なるほど!! 公共交通の勘どころ」 抜粋

➢ 九州運輸局 「なるほど!! 公共交通の勘どころ」 【本編】 【概要版】
「地域公共交通のはじめの一歩！《初任者用ガイドブック》」

➢ 国土交通省 「地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き」 【入門編・詳細編】
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